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ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
人　

事　

課
）　
　

一

〇
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則 

（
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
）　
　

一

訓　

令　

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

五

規　
　
　

則

　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号

　
　
　

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

事
務
委
任
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四 

十
六　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
交
付

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号

　
　
　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則

　

（
目
的
）

第 

一
条　

こ
の
規
則
は
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
で
陽
性
と
判
定
さ
れ
た
者
（
以
下
「
陽
性
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
、

医
療
機
関
に
お
け
る
初
回
の
精
密
検
査
又
は
定
期
検
査
に
要
す
る
費
用
を
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
付
す

る
こ
と
に
よ
り
、
陽
性
者
が
支
払
う
検
査
費
用
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
も
っ
て
、
陽
性
者
に
早
期
の
治
療
を
促
し
、

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
患
者
等
の
重
症
化
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
実
施
方
法
）

第 

二
条　

陽
性
者
が
医
療
機
関
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定

す
る
保
険
医
療
機
関
で
あ
っ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
初
回
の
精
密
検
査

又
は
定
期
検
査
を
受
検
し
、
医
療
保
険
各
法
（
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）、

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
二
十
八
号
）、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
た
場
合
、
陽
性
者
が
負
担
し

た
費
用
を
交
付
す
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
金
額
は
、
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
検
査
費
用
の
額
の
合
計
額

か
ら
医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
関
し
保
険

者
が
負
担
す
べ
き
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　

（
対
象
者
）

第 

三
条　

初
回
の
精
密
検
査
又
は
定
期
検
査
に
要
す
る
費
用
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
対
象
者
」

と
い
う
。）
は
、
県
内
に
住
所
を
有
し
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
で
陽
性
と
判
定
さ
れ
、
県
又
は
仙
台
市
に
よ
る
そ
の
後

の
医
療
機
関
の
受
診
状
況
や
診
療
状
況
の
確
認
を
承
諾
し
た
者
で
、
医
療
保
険
各
法
に
規
定
す
る
被
保
険
者
又
は
被

扶
養
者
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
す
る
。

　

（
対
象
費
用
）

第 

四
条　

初
回
の
精
密
検
査
の
対
象
費
用
は
、
初
診
料
、
再
診
料
、
ウ
イ
ル
ス
疾
患
指
導
料
及
び
次
の
各
号
に
定
め
る

検
査
に
関
連
す
る
費
用
と
し
て
知
事
が
認
め
た
も
の
（
医
師
が
真
に
必
要
と
判
断
し
た
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。

　

一 　

血
液
形
態
・
機
能
検
査
（
末
梢
血
液
一
般
検
査
又
は
末
梢
血
液
像
）

　

二 　

出
血
・
凝
固
検
査
（
プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間
又
は
活
性
化
部
分
ト
ロ
ン
ボ
プ
ラ
ス
チ
ン
時
間
）

　

三 　

血
液
化
学
検
査
（
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
、
直
接
ビ
リ
ル
ビ
ン
、
総
蛋
白
、
ア
ル
ブ
ミ
ン
、
Ａ
Ｌ
Ｐ
、
Ｃ
ｈ
Ｅ
、
γ－

発　　　　行
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（毎週火，金曜日発行）
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Ｇ
Ｔ
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
Ａ
Ｓ
Ｔ
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
、
Ｌ
Ｄ
又
は
Ｚ
Ｔ
Ｔ
）

　

四 　

腫
瘍
マ
ー
カ
ー
（
Ａ
Ｆ
Ｐ
、
Ａ
Ｆ
Ｐ－

Ｌ
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
Ｐ
Ｉ
Ｖ
Ｋ
Ａ－

Ⅱ
半
定
量
又
は
Ｐ
Ｉ
Ｖ
Ｋ
Ａ－

Ⅱ

定
量
）

　

五 　

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
関
連
検
査
（
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
原
、
Ｈ
Ｂ
ｅ
抗
体
、
Ｈ
Ｃ
Ｖ
血
清
群
別
判
定
又
は
Ｈ
Ｂ
Ｖ
ジ
ェ
ノ
タ
イ

プ
判
定
等
）

　

六 　

微
生
物
核
酸
同
定
・
定
量
検
査
（
Ｈ
Ｂ
Ｖ
核
酸
定
量
又
は
Ｈ
Ｃ
Ｖ
核
酸
定
量
）

　

七 　

超
音
波
検
査
（
断
層
撮
影
法
（
胸
腹
部
））

２ 　

定
期
検
査
の
対
象
費
用
は
、
初
診
料
、
再
診
料
、
ウ
イ
ル
ス
疾
患
指
導
料
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
連

す
る
費
用
と
し
て
知
事
が
認
め
た
も
の
（
医
師
が
真
に
必
要
と
判
断
し
た
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。

３ 　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
肝
硬
変
又
は
肝
が
ん
（
治
療
後
の
経
過
観
察
を
含
む
。）
に
係
る
定
期
検
査
の
場

合
に
は
、
超
音
波
検
査
に
関
連
す
る
費
用
に
代
え
て
Ｃ
Ｔ
撮
影
検
査
又
は
Ｍ
Ｒ
Ｉ
撮
影
検
査
に
関
連
す
る
費
用
（
造

影
剤
を
使
用
し
た
場
合
の
加
算
等
の
関
連
す
る
費
用
を
含
む
。）
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
交
付
回
数
）

第
五
条　

交
付
回
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

初
回
の
精
密
検
査　

一
回

　

二　

定
期
検
査　

年
一
回

　

（
費
用
の
交
付
）

第 

六
条　

対
象
者
が
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
費
用
は
、
対
象
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
対
象
者
に
対
し
て
交
付

す
る
。

２ 　

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
対
象
者
は
、
肝
炎
検
査
費
用
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 　

定
期
検
査
費
用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
対
象
者
は
、
前
項
の
肝
炎
検
査
費
用
請
求
書
に
定
期
検
査
費
用
の
助
成

に
係
る
医
師
の
診
断
書
（
様
式
第
二
号
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）

第 

七
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
年
四
月
一
日
以
後
に
受
検
し
た
初
回
の
精
密
検
査
又

は
定
期
検
査
に
係
る
費
用
か
ら
適
用
す
る
。
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様式第 1号（第６条関係）

肝炎検査費用請求書

平成　　　年　　　月　　　日

　宮城県知事　　　　　　　　　　殿

　　肝炎検査（　初回の精密検査　・　定期検査　）に要した費用を下記のとおり請求します。

　請求金額： 　　　　　　　　　　　　　円　　　　　印

（請求者）住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　印　

電話番号　　　　－　　　　　－　　　　　

（対象者との続柄：　　　　　　　　）　

フ リ ガ ナ 性　別 生　年　月　日

対象者氏名 男・女
明　昭

大　平
　　　　年　　　　月　　　　日　生

住　　　所

〒　　　－

電話番号　　　　（　　　　）

対 象 者 の
加 入 医 療
保 　 　 険

被 保 険 者
氏 　 　 名

対 象 者
と の 続 柄

保 険 種 別 協 ・ 船 ・ 組 ・ 共・国・後
被保険者証
の記号・番号

被保険者証
発行機関名

所 在 地

振 込 口 座
（対 象 者 名
義 の 口 座）

フ リ ガ ナ

口 座 名 義

金融機関名 店 舗 名

口 座 種 別 普通　・　当座 口 座 番 号

（注）１ 　初回の精密検査の場合，本請求書に医療機関の領収書，診療明細書及び肝炎ウイルス検査の結果通知書を添付してくださ
い。

　　　２ 　定期検査の場合，本請求書に医療機関の領収書，診療明細書，世帯全員の住民票の写し，世帯全員の住民税非課税証明書
及び定期検査費用の助成に係る医師の診断書（様式第２号）を添付してください。

　　　３ 　医療機関によっては，診療明細書や診断書に費用がかかる場合がありますが，その費用は自己負担となります。
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様式第 2号（第６条関係）

定期検査費用の助成に係る医師の診断書

フ リ ガ ナ 性　別 生　年　月　日

患 者 氏 名 男・女
明　昭

大　平
　　　　年　　　　月　　　　日　生

住 所

〒　　　－

電話番号　　　　（　　　　）

検 査 所 見

直近の所見を記入する。

１　肝炎ウイルスマーカー（検査年月日　　平成　　　　年　　　　 月　　　　日）

　　　HBs抗原　（＋，－）

　　　HBV－DNA定量　　　　　　（単位：　　　　，測定法　　　　　　　　）

　　　HCV－RNA定量　　　　　　（単位：　　　　，測定法　　　　　　　　）

２　血液検査（検査年月日　　平成　　　　年　　　　 月　　　　日）

　　　AST　　　　　　　　IU／ l 　（施設の基準値：　　　　～　　　　）

　　　ALT　　　　　　　　IU／ l 　（施設の基準値：　　　　～　　　　）

　　　血小板数 　　　　　　／μl　　（施設の基準値：　　　　～　　　　）

３　画像検査（検査年月日　　平成　　　　年　　　　 月　　　　日）

　　（所見：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　その他（検査年月日　　平成　　　　年　　　　 月　　　　日）

　　（所見：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そ 　 の 　 他

記 載 す べ き

事 　 　 　 項

診 断

該当する診断名にチェックし，項目に○をしてください。

　□　慢性肝炎（Ｂ型肝炎ウイルスによる・Ｃ型肝炎ウイルスによる）

　□　肝 硬 変（Ｂ型肝炎ウイルスによる・Ｃ型肝炎ウイルスによる）

　□　肝 が ん（Ｂ型肝炎ウイルスによる・Ｃ型肝炎ウイルスによる）

　□　そ の 他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

記載年月日　　平成　　　　年　　　　 月　　　　日　

医療機関名及び所在地

医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



（5）　平成26年10月31日　金曜日 号外第42号宮　　城　　県　　公　　報

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十 

二　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則
（
平
成
二
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
交
付

　

別
表
第
七
保
健
所
の
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
専
決
事
項
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十 

二　

ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
に
係
る
検
査
費
用
交
付
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
交
付
（
支
所
の
事
業

担
当
区
域
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

　

別
表
第
七
塩
釜
保
健
所
の
支
所
長
の
専
決
事
項
の
項
第
一
号
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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